特許共同出願契約書（案）
（会社名）（以下「甲」という。）と学校法人名城大学（以下「乙」という。）とは、本契約第１条に定める発明について、特許出願を共同で行うにあたり、次のとおり契約を締結する。
（対象発明）

第１条　本契約の対象となる発明は、次の発明（以下「本発明」という。）とする。

発明の名称

甲の整理番号　　
乙の整理番号　　
（権利の持分）

第２条　甲及び乙は、本発明に係る特許を受ける権利、及びこれに基づいて得られる特許権（以下「本特許権」という。）を共有し、その持分は甲　　％乙　　％とする。

（手続）

第３条　本発明の特許出願、審査請求及び登録された後の権利の維持保全については、甲乙協議の上決定するものとし、これに係る諸手続きは甲が行い、乙はこれに協力するものとする。
２　甲は、前項に基づき本発明に関し、特許庁に提出した書類及び特許庁から受領した書類の写しを、提出及び受領の都度乙に送付するものとする。

（費用負担）
第４条　甲は、前条の手続きに要する出願費用、審査請求に係る費用、特許料等の経費を負担するものとする。

（外国出願）

第５条　甲及び乙は、本発明について外国出願をする場合、その取扱いを別途協議して決定するものとする。

（発明者への補償）

第６条　発明者に対する補償は、甲及び乙は、甲乙それぞれの発明者に対して、処置するものとする。

（実施）

第７条　甲は本発明を自由に実施することができる。ただし、乙が単独で所有する他の特許権の実施を許諾することを意味するものではない。
２　甲は、本発明を実施する場合、乙に対して不実施補償を支払う。

３　第２項の不実施補償の支払額、支払方法等不実施補償の支払いについての詳細は、別途協議
の上決定する。

（実施許諾）

第８条　甲及び乙は、第三者に本発明に係る特許を受ける権利又は本特許権を実施許諾する場合は、事前に相手方にその旨を書面により通知し、その可否、許諾条件について甲乙協議の上決定する。

２　甲又は乙が前項により得た実施許諾料の対価は、甲乙それぞれの本発明に係る特許を受ける権利又は本特許権の持分に応じて配分するものとする。
（持分の処分等）
第９条　甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意なしに、本発明に係る特許を受ける権利又は本特許権について、自己の持分を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、又は専用実施権を設定してはならない。
２　甲及び乙は、前項により自己の持分を第三者に譲渡した場合は、本契約に基づく権利義務の一切を譲受人に継承させるものとする。
（持分の譲渡）

第１０条　甲及び乙は、本発明に係る特許を受ける権利又は本特許権について、相手方に持分を譲渡することができる。その場合の対価は甲乙協議の上決定するものとする。
（第三者との紛争）

第１１条　甲及び乙は、本発明に係る特許を受ける権利又は本特許権について、第三者との間に異議申立、審判、訴訟その他の紛争を生じ、又はそのおそれを生じた場合は、甲乙協議の上対応するものとする。
（侵害の排除）

第１２条　甲及び乙は、第三者による本発明の実施の事実、又は本特許権を侵害し、もしくは侵害するおそれがある事実を知った場合は、遅滞なくその旨を相手方に通知し、その対応について協議するものとする。

（秘密保持）

第１３条　甲及び乙は、本発明の内容について、本発明に係る特許出願が出願公開される前に第三者に開示し又は漏洩してはならない。

ただし、甲及び乙は、公表する内容、範囲、方法について事前に相手方の書面による同意を得た場合には、これを公表できるものとする。

（出願の変更等）

第１４条　本発明の共同特許出願について変更もしくは分割出願をした場合であっても、本契約の各規定は、引き続きその変更もしくは分割出願により得られる権利にも適用するものとする。
（有効期間）

第１５条　本契約の有効期間は、本契約締結の日から、本特許権の存続期間満了日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約はその該当した日をもって終了する。

（１）　本発明の特許出願が取り下げられ、放棄され又は無効になったとき。

（２）　本発明の特許出願について、拒絶すべき旨の査定又は審決が確定したとき。
（３）　本特許権が取消され、又は本特許権について無効の審判が確定したとき。

（４）　甲又は乙が、本発明に係る特許を受ける権利又は本特許権の自己の持分の全部を放棄もしくは譲渡により失ったとき。

（解約）

第１６条　甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合、相当の期間を定めて書面により相手方に催告し、その期間内に当該違反が更正されないときは、直ちに本契約の全部又は一部を解約することができる。この解約は、違反者に対する損害賠償の請求を妨げない。
（協議）

第１７条　本契約に定めのない事項又は本契約に規定する事項の解釈もしくは運用について疑義等が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、互譲の精神により円満に解決するものとする。

本契約締結の証として本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その１通を保有する。

令和　年　月　日


　　　（住所）


（甲）（会社名）


　　　　　　　　　　      　　　　　　　（印）


　　　愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目５０１番地


（乙）学校法人　名城大学


　　　理事長


　　　　小原　章裕　　      　　　　　　　（印）

